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伊万里市地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業評価委員会設置 

要綱 

 

（設置） 

第１条 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第１６項の認定を受けた市

の地域再生計画（以下「認定地域再生計画」という。）に基づき、国の地方創生汚

水処理施設整備推進交付金を活用して実施する事業について、適正な事業評価を

行うため、伊万里市地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業評価委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、認定地域再生計画に定める目標の達成状況等に関する評価及び

検討に関する事項を所管する。 

 （組織） 

第３条 委員会は、伊万里市上下水道審議会長、伊万里農林事務所農村環境課長、

伊万里保健福祉事務所環境保全課長、伊万里市上下水道部長、伊万里市上下水道

部管理課長、伊万里市上下水道部下水道施設課長で組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、地方創生汚水処理施設整備推進交付金事業の事後評価が終

了する日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は伊万里市上下水道部審議会

長をもって充て、副委員長は伊万里上下水道部長をもって充てる。 

２ 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。 



３ 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。 

（委員以外の出席） 

第７条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見又は説明を聞くこ

とができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、上下水道部管理課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に必要な事項は、委員長が

委員会に諮って定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 


